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４  企業会計決算の状況 

  県が独立採算性を原則とする企業的色彩の強い事業を行う際に、法律や条例によって設置するもの

で、地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける公営企業の会計をいいます。 

  企業会計は、公共の福祉を目的とするとともに、企業の経済性を発揮することも求められており、

その経理については、地方公営企業法の定めるところによります。 

  この会計方式は、一般のいわゆる官公庁会計が現金主義により経理されるのに対し、発生主義に基

づく複式簿記方式により経理される点で大きく異なっています。 

  三重県では、公共の福祉を増進するため、水道事業、工業用水道事業、電気事業及び病院事業の４

事業の経営を行っていますので、以下、それぞれの企業会計ごとに、その決算状況を説明します。 

 

１  水道事業の概況 

  営業関係では、南勢志摩水道用水供給事業（志摩系：給水能力41,000? ／日、南勢系：給水能力

128,150? ／日）、北中勢水道用水供給事業（北勢系木曽川用水系：給水能力80,300? ／日、北勢系三

重用水系：給水能力51,000? ／日、北勢系長良川水系：給水能力6,400? ／日、中勢系雲出川水系：給

水能力81,416? ／日、中勢系長良川水系：給水能力58,800? ／日）はともに順調な給水を行い、それ

ぞれ地域住民の生活環境の向上に寄与しています。 

  平成17年度の営業成績は、表14、図21及び巻末資料23のとおり、事業収益は、11,479,013千円 （対

前年度比91.6％）で、内訳は、営業収益10,787,774千円（対前年度比91.4％）、営業外収益673,797千

円（対前年度比92.5％）及び特別利益17,442千円（対前年度比皆増）であり、また、事業費用は10,519,040

千円（対前年度比94.2％）で、内訳は、営業費用7,664,257千円（対前年度比96.7％）、営業外費用

2,849,680千円（対前年度比88.0％）及び特別損失5,103千円（対前年度比皆増）です。 

  以上の結果、事業収益と事業費用の差額959,973千円（対前年度比70.4％）が当年度の純利益とな

りました。また、バランスシート（貸借対照表）については、図22及び巻末資料23をご覧ください。 

  なお、事業収益と事業費用の年度別の推移については、図23及び巻末資料24をご覧ください。 

 一方、建設事業は平成10年度から北中勢水道用水供給事業（北勢系第２次拡張事業長良川水系、総

事業費36,100,000千円、給水能力47,600? ／日）及び伊賀水道用水供給事業（総事業費27,927,000千

円、給水能力28,750? ／日）の建設に着手しています。 

北中勢水道用水供給事業では、全部給水時期の５年延伸に伴い、将来の受水負担をできる限り抑え

ることに配慮し、当面、施設整備を必要最低限で実施する措置を講じました。 

伊賀水道用水供給事業では、平成 21年度の給水開始を目指して、計画的に専用施設の水道施設整備

を実施しました。 
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３  電気事業の概況 

  営業関係では、平成 16 年 8 月の台風 10、11 号及び 9 月の台風 21 号の影響による集中豪雨のため

に水力発電所が大きな被害を受け、長、宮川第一、宮川第二、宮川第三、三瀬谷、青蓮寺、大和谷、

蓮、青田及び比奈知の 10 発電所（最大出力 97,800kW）全てが、一時運転を停止しました。早期復旧

に努めた結果、宮川第一、宮川第二、宮川第三、青蓮寺、大和谷、蓮及び比奈知の７発電所は平成 16

年度に、三瀬谷及び青田の２発電所は平成 18年２月に運転を再開しました。長発電所については、現

在、発電設備復旧工事を施工しています。また、平成 17年度は年間降雨量が非常に少なく渇水となり、

その結果、発電量は目標電力量 318,192,000kWh に対し、供給電力量 156,049,077kWh（49.0％）とな

りました。 

三重ごみ固形燃料発電所は、平成 16年度に運転を再開しましたが、平成 17年度も貯蔵槽のない状

態でＲＤＦを安定的に処理できる範囲内で運転を行いました。その結果、ＲＤＦ48,364 ﾄﾝを受け入れ、

62,897,500kWhの発電を行いました。 

  平成 17 年度の営業成績は、表 16、図 27 及び巻末資料 23 のとおり、事業収益は、3,730,395 千円

（対前年度比 120.0％）で、内訳は、営業収益 2,313,365 千円（対前年度比 92.0％）、附帯事業収益

640,066 千円（対前年度比 144.7％）、営業外収益 513,439 千円（対前年度比 340.4％）及び特別利益

263,525千円（対前年度比 14,551.4％）であり、事業費用は、4,525,171千円（対前年度比 123.9％）

で、内訳は、営業費用 2,240,331千円（対前年度比 103.5％）、附帯事業費用 1,057,803 千円（対前年

度比 102.8％）、営業外費用 726,627千円（対前年度比 158.8％）及び特別損失 500,410千円（対前年

度比皆増）です。 

  以上の結果、事業収益と事業費用の差額 794,776千円が当年度の純損失となりました。また、バラ

ンスシートについては、図 28及び巻末資料 23をご覧ください。 

  なお、事業収益と事業費用の年度別の推移については、図 29及び巻末資料 24をご覧ください。 

 その他、平成９年度からの継続事業である川上発電所建設事業（総事業費 1,705,698千円・最大出

力 1,200kW）は、水資源機構が建設している川上ダムの建設費を負担しました。また、宮川ダム維持

放流発電設備建設事業（最大出力 220kW）は、台風 21号の影響による災害のため工事の進捗に遅れが

生じ、予定より１年遅れましたが、平成 17年度末に完成しました。 
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４  病院事業の概況 

 三重県病院事業は、総合医療センター、こころの医療センター、一志病院及び志摩病院の４病院を

運営し、県民の健康で文化的な社会の実現に貢献するため、良質で満足度の高い医療の継続的な提供

に努めております。平成１７年度は、「三重県病院事業中期経営計画」（平成１６年度～１８年度）の

２年目にあたり、三重県保健医療計画に明記された県立病院としての４つの役割（①医療提供の視点、

②人材育成の視点、③先進的な取組の視点、④安全・安心をささえるセーフティーネットの視点）を

果たすべく、平成１４年度から導入した新しいマネジメントシステム（バランス・スコアカード）を

活用し、各病院の経営方針の徹底及び全職員参画型の経営に取り組んでまいりました。しかしながら、

昨今の医師・看護師確保の困難な状況は、各病院の自立的経営を難しくしており、これら要員の確保

は、喫緊の課題となっております。 

 平成１７年度における患者の利用状況は、入院患者が延べ 390,173人（１日平均 1,069人）、外来患

者が 399,151人（１日平均 1,636人）で、前年度に比べ入院患者数は延べ 7,316人の減少、外来患者

数は、延べ 15,503人の減少となりました。 

 平成１７年度の営業成績は、表１７、図３０及び巻末資料２３のとおり、医業収益は 147 億 9,951

万円、医業費用は 168億 8,729 万 2千円で、差引きした医業損失は 20億 8,778万 2千円となりました。 

 これに他会計補助金等の医業外収益 32 億 8,506 万 3 千円と企業債利息等の医業外費用 12 億 6,928

万 1 千円を加減した経常収支は、7,200 万円 1 千円の赤字となりました。また、過去に引き当てるべ

きであった退職給与引当金の計上等による特別損失を 1億 3,658万 2千円計上しました。 

 以上の結果経営収支は、総収益が 180億 8,457 万 3千円、総費用が 182 億 9,315 万 6千円で、2億

858 万 3千円の純損失を計上したものの、前年度に比べ 5 億 328 万 8 千円の改善となりました。また

貸借対照表（バランスシート）については、図３１及び巻末資料２３をご覧ください。 

 なお、総収益と総費用の年度別の推移については、図３２及び巻末資料２４をご覧ください。 

 また、施設及び設備の整備については、志摩病院の新外来棟建設事業やこころの医療センターにお

ける保護室増床工事、診療機能の充実・強化を図るための高度医療機器等の導入を実施し、４病院で

総額 9億 9,760万 6千円を執行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






